
多
摩
美
術
大
学
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
規
程 

 

（
目
的
） 

第 

一 
条 

こ
の
規
程
は
、
本
学
の
建
学
の
精
神
に
則
り
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
の
た
め
の
措
置
な
ら
び
に
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

が
発
生
し
た
場
合
に
適
切
に
対
応
す
る
た
め
の
措
置
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
適
用
範
囲
） 

第 

二 

条 

こ
の
規
程
は
、
本
学
に
お
け
る
学
生
（
科
目
等
履
修
生
、
研
究
生
及
び
交
換
留
学
を
含
む
。
）
、
教
職
員
（
嘱
託 

職
員
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
を
含
む
。
）
及
び
本
学
が
受
け
入
れ
た
研
究
者
、
学
生
の
保
護
者
並
び
に
委
託
業
者
等 

本
学
の
教
育
研
究
及
び
業
務
に
お
い
て
関
係
を
有
す
る
者
（
以
下
「
構
成
員
」
と
い
う
。
）
に
適
用
す
る
。 

（
責
務
） 

第 

三 

条 

本
学
は
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 
 

２ 

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
係
る
相
談
を
受
け
た
上
長
は
、
所
管
す
る
範
囲
に
お
い
て
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
に
つ
い
て
責 

 
 
 
 
 
 
 

任
を
負
い
、
誠
実
か
つ
迅
速
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
相
談
窓
口
の
設
置
） 

第 

四 

条 

本
学
構
成
員
に
よ
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
係
る
苦
情
処
理
及
び
事
案
の
当
事
者
の
救
済
、
処
分
等
の
助
言
を
行
う

た
め
に
、
相
談
窓
口
を
設
置
す
る
。 

 
 
 
 

２ 

相
談
窓
口
の
業
務
は
、
総
務
部
総
務
課
、
学
生
部
学
生
課
、
造
形
表
現
学
部
事
務
部
で
行
う
。 

３ 

相
談
窓
口
に
お
い
て
、
当
該
事
案
の
事
実
確
認
、
救
済
措
置
等
が
困
難
で
あ
る
と
判
断
し
た
と
き
は
、
理
事
長
・

学
長
に
そ
の
旨
を
報
告
し
、
第
五
条
に
定
め
る
委
員
会
の
招
集
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

相
談
窓
口
は
、
苦
情
の
申
し
立
て
が
第
一
条
に
規
定
す
る
目
的
に
照
ら
し
相
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
申

し
立
て
を
差
し
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

相
談
窓
口
の
調
整
活
動
内
容
は
、
原
則
と
し
て
非
公
開
と
す
る
。 

（
委
員
会
の
設
置
） 

第 

五 

条 

前
条
第
３
項
に
よ
る
紛
争
の
調
停
等
を
行
う
た
め
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）

を
置
く
。 



（
委
員
会
の
招
集
） 
第 
六 

条 

委
員
会
は
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
紛
争
の
調
停
等
を
行
う
た
め
、
必
要
に
応
じ
理
事
長
・
学
長
が
招
集
す

る
。 

 

（
構
成
） 

第 

七 

条 
委
員
会
は
次
に
掲
げ
る
専
任
教
職
員
の
中
か
ら
、
必
要
に
応
じ
て
理
事
長
・
学
長
が
任
命
す
る
委
員
を
も
っ
て

構
成
す
る
。
な
お
、
組
織
構
成
は
性
別
に
配
慮
し
構
成
す
る
こ
と
に
努
め
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

（
１
）
関
係
す
る
学
部
長 

（
２
）
学
生
部
長
、
教
務
部
長 

（
３
）
学
生
部
事
務
部
（
課
）
長
及
び
造
形
表
現
学
部
事
務
部
（
課
）
長 

（
４
）
総
務
部
（
課
）
長 

（
５
）
学
生
相
談
員
か
ら
若
干
名 

２ 

委
員
会
は
、
必
要
に
応
じ
て
次
に
掲
げ
る
委
員
以
外
の
者
に
出
席
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 
 
 
 
 

（
１
）
医
師
、
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
等
の
専
門
家 

 
 

（
２
）
法
律
に
関
す
る
専
門
家 

（
３
）
そ
の
他
委
員
会
が
必
要
と
認
め
た
者 

（
審
議
事
項
） 

第 

八 

条 

委
員
会
は
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
審
議
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

（
１
）
苦
情
の
処
理
及
び
事
案
の
当
事
者
の
救
済
、
処
分
等
の
助
言
に
関
す
る
事
項 

 
 
 
 
 
 

（
２
）
そ
の
他
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
事
項 

 
 
 
 

２ 

委
員
会
は
、
苦
情
の
申
し
立
て
が
第
一
条
に
規
定
す
る
目
的
に
照
ら
し
相
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
苦
情 

 
 
 
 
 
 

の
申
し
立
て
を
差
し
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 

３ 

委
員
会
の
議
事
は
、
原
則
と
し
て
非
公
開
と
す
る
。 

（
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
行
為
に
対
す
る
措
置
） 

第 

九 

条 

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
行
為
に
対
す
る
措
置
に
つ
い
て
、
理
事
長
・
学
長
は
、
委
員
会
ま
た
は
相
談
窓
口
（
以
下
「
委

員
会
等
」
と
い
う
。
）
の
意
見
に
基
づ
き
事
案
の
当
事
者
に
対
し
学
則
、
就
業
規
則
、
そ
の
他
諸
規
則
に
照
ら
し



必
要
な
措
置
を
講
じ
る
も
の
と
す
る
。 

 
 
 
 

２ 

事
案
の
当
事
者
に
対
し
指
導
・
援
助
が
必
要
な
と
き
は
、
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
も
の
と
す
る
。 

（
審
議
結
果
の
通
知
） 

第 

十 
条 
委
員
会
等
は
事
案
の
審
議
が
完
了
し
た
と
き
は
、
そ
の
結
果
を
事
案
の
当
事
者
に
通
知
す
る
。 

 

（
当
事
者
の
義
務
） 

第 

十
一 

条 

委
員
会
等
の
委
員
、
事
務
担
当
者
は
誠
実
、
公
正
を
も
っ
て
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

委
員
会
等
の
委
員
、
事
務
担
当
者
は
、
当
事
者
の
名
誉
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
の
た
め
、
職
務
上
知
り
得
た

こ
と
を
正
当
な
理
由
な
く
他
に
漏
洩
し
、
ま
た
は
私
事
に
利
用
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 
 
 

３ 

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
係
る
申
し
立
て
者
、
被
申
し
立
て
者
、
証
言
を
求
め
ら
れ
た
第
三
者
は
次
に
掲
げ
る
行
為
を

し
て
は
な
ら
な
い
。 

一 

事
案
に
係
る
事
実
及
び
相
談
内
容
等
を
正
当
な
理
由
な
く
他
に
漏
洩
す
る
こ
と 

二 

虚
偽
の
申
告
ま
た
は
証
言
を
す
る
こ
と 

 
 
 
 

４ 

前
項
に
違
反
が
あ
っ
た
と
委
員
会
等
が
認
め
る
と
き
は
、
委
員
会
等
は
、
適
切
な
措
置
を
取
る
と
と
も
に
、
事

実
関
係
に
つ
い
て
理
事
長
・
学
長
に
報
告
す
る
。 

 
 
 
 

５ 

本
義
務
違
反
に
対
す
る
措
置
に
つ
い
て
、
理
事
長
・
学
長
は
、
委
員
会
等
の
意
見
に
基
づ
き
当
事
者
に
対
し
必

要
な
措
置
を
講
じ
る
も
の
と
す
る
。 

（
不
利
益
取
り
扱
い
の
禁
止
） 

第 

十
二 

条 

本
学
構
成
員
は
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
係
る
苦
情
の
申
し
立
て
、
当
該
苦
情
に
係
る
調
査
へ
の
協
力
、
そ
の
他
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
し
て
正
当
な
対
応
を
し
た
者
に
対
し
、
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
不
利
益
な
取
り
扱
い
を
し
て
は

な
ら
な
い
。 

（
事
務
所
管
） 

第 

十
三 

条 

委
員
会
等
に
関
す
る
事
務
は
、
総
務
部
総
務
課
が
所
管
す
る
。 

（
雑
則
） 

第 

十
四 

条 

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
は
関
連
諸
規
程
に
基
づ
く
も
の
と
す
る
。 

 



付 
 

則 
こ
の
規
程
は
、
平
成
十
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


